
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  法人税 平成 23 年税制改正 

Ｑ：法人税は、平成23年度の税制改正でど

のようになるのですか？ 

 

Ａ：税率の引き下げの他、減価償却制度の

見直し、欠損金の繰越控除の見直しが行われ

ます。 

【解説】 

法人税は、今年度の税制改正で次のように改

正されます。 

 ①税率(H23.４.１以後開始事業年度から適用) 

  法人税の税率が次のように改正されます。 

  普通法人・中小法人 30%から25.5%へ 

  ※中小法人で年800万円以下の部分は18%か

ら15%へ 

  公益法人等     22%から19%へ 

  協同組合等     23%から20%へ 

 ②減価償却 

  平成23年４月１日以後に取得をする減価償

却資産の定率法の償却率が、定額法の償却率を

２倍した数(現行2.5 倍)になります。また、償

却率や保証率についても改正が行われます。 

 ③欠損金の繰越控除 

 イ.青色欠損金の繰越控除控除限度額が、その

繰越控除をする事業年度のその繰越控除前の

所得の金額の100 分の80相当額とされます。 

ロ.青色欠損金の繰越期間が９年(現行７年)に

延長されます。 

④貸倒引当金 

 適用法人が銀行、保険会社その他これらに類

する法人及び中小法人等に限定されます。これ

以外の法人については、平成23年度以後それぞ

れ3/4、2/4、1/4の引当てが認められます。 
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